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１ 趣旨 

 

バブル崩壊後の雇用環境が厳しい時期（概ね平成５年～平成16年）に学校

卒業期を迎えたいわゆる就職氷河期世代は、現在３０代半ばから50代前半に

至っている。これらの世代の中には、希望する就職ができず、現在も、不本意

ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にある、社会参加に向けた支援

を必要とする状態にあるなど、様々な課題に直面している方がいる。 

このように、就職氷河期世代への支援は喫緊の課題であることから、令和元

年６月21日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2019」にお

いて、就職氷河期世代の活躍促進に向けた取組をとりまとめるとともに、令和

元年12月23日に就職氷河期世代支援の推進に関する関係府省会議にて決定

された「就職氷河期世代支援の推進に関する行動計画2019」（以下「行動計

画」という。）が策定されたところである。 

愛媛県においても、この行動計画に基づき、関係機関・団体等を構成員とし

て、県内の就職氷河期世代の支援に取り組む気運を醸成するとともに、活躍支

援策のとりまとめ、進捗管理等を統括するため、「えひめ就職氷河期世代活躍

支援プラットフォーム」（以下「えひめＰＦ」という。）を令和２年６月３０

日に設置した。 

また、「就職氷河期世代支援の推進に関する新行動計画２０２３」（令和４

年１２月２７日付け就職氷河期世代支援の推進に関する関係府省会議決定）に

おける基本的考え方を踏まえ、令和４年度までの３年間の集中取組期間である

「第一ステージ」に加え、令和５年度からの２年間を「第二ステージ」と位置

付け、えひめＰＦ事業実施計画（以下「えひめＰＦ計画」という。）を策定し、

各界一体となり就職氷河期世代の方々に対する必要な支援に関する気運を醸

成し、就職・正社員化の実現や多様な社会参加の実現につなげ、更に活躍の機

会が広がるよう、えひめＰＦ計画に基づく各取組を継続的に推進していくこと

とする。 

 

 

２ えひめＰＦ計画実施期間 

 

令和２年 11 月 19 日～令和７年３月３１日 

 

３ えひめＰＦ計画の推進体制及び進捗管理 

 

えひめＰＦ計画の推進にあたっては、えひめＰＦ設置要領に基づき推進す

る。 

えひめＰＦ計画の着実かつ効果的な推進を図るため、個々の取組や進捗状

況をえひめＰＦとりまとめ事務局において把握及び管理を行い、えひめＰＦ

設置要領の５に規定する会議を開催し、公表する。 
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なお、その進捗状況等を踏まえ、必要に応じて計画内容を見直すこともあ

り得る。 

 

 

４ 愛媛県における就職氷河期世代の現状 

 

えひめＰＦ計画においては、次の①～③に掲げる方々を支援対象者とする。 

① 不安定な就労状態にある方（正規雇用を希望していながら不本意に非正規

雇用で働いている方及び働いていた求職者） 

② 就業を希望しながら長期にわたり無業の状態にある方 

③ 社会参加に向けた支援を必要とする方（就労支援だけでなく、保健・福祉

的な支援を必要としている方） 

 

  総務省の｢就業構造基本統計調査（2017 年）｣等を基にした推計＊１による

と、①の対象者については、全国約５４万人で、愛媛県においては４，７００

人と推計している。 

②の対象者については、全国約３９万人で、愛媛県においては４，１０５人 

と推計している。 

   ③の対象者については、個々の事情や状態により、直ちに就労に向かうこと

が必ずしも望ましいとは限らない方も含まれ、就労支援の対象として数量的

にとらえることはなじまないため、推計は行わず、今後、個別事案への対応等

を通じて対象者の実態やニーズを把握していく。 

 

 

５ えひめＰＦ計画における目標及びＫＰＩ＊2 

 

上記４における①～③の支援対象者毎に目標及びＫＰＩを以下のとおり設

定する。 

① 不安定な就労状態にある方 

【目標】 

   正規雇用者を 2,700 人＊3 増やすことを目標とする。 

 

  【ＫＰＩ】（第一ステージ） 

・ ハローワーク紹介における正社員就職件数      ２，４００件 

・ キャリアアップ助成金活用による正社員転換人数     ３６０人 

・ ジョブカフェ愛 work 利用者における正社員就職決定人数 １００人 

 
＊１ 資料出所 

総務省「就業構造基本統計調査（2017年）」  
労働政策研究・研修機構（JILPT）「若年者の就業状況・キャリア・職業能力開発の現状③」 

・ 「不安定な就労状態にある方」：現在非正規雇用で働いており、「現職の雇用形態についている理由」について

「主に正規の職員・従業員の仕事がないから」と答えた者 
・ 「長期にわたり無業の状態にある方」：無業者のうち求職活動をしていない者で、卒業者かつ通学しておらず、

配偶者なしで家事を行っていない者。就業構造基本統計調査の公表値ではないため、JILPTが特別集計したデータ

を利用している。 
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＊２ ＫＰＩ：重要業績評価指標（Key Performance Indicator）の略。目標の進捗を把握するための指標 

＊３ 正規雇用者を２，７００人：総務省「就業構造基本統計調査（2017 年）」等より以下の方法で算出 

（不安定な就労状態にある方）愛媛県 4,700人／全国 541,700 人×100≒0.9％ 
（国の正規雇用者数の目標）30万人×0.9％＝2,700 人（愛媛県の正規雇用者数の目標） 

 

【ＫＰＩ】（第二ステージ） 

・ ハローワーク紹介における正社員就職件数      ２，１３０件 

・ キャリアアップ助成金活用による正社員転換人数     ２００人 

・ ジョブカフェ愛 work 利用者における正社員就職決定人数  ６８人 
 

② 就業を希望しながら長期にわたり無業の状態にある方 

【目標】 

当事者やご家族の希望に応じ、求職活動へ踏み出すための支援を行い、愛

媛県内の地域若者サポートステーション＊4（以下｢サポステ｣という｡）を中

心に関係機関が連携し、就労その他の職業的自立支援につなげることを目指

す。 

 

  【ＫＰＩ】（第一ステージ） 

・ サポステにより実施した相談件数     １，２００件 

  ・ サポステの支援により就労につながった件数   ４２件 

 

  【ＫＰＩ】（第二ステージ） 

・ サポステにより実施した相談件数       ８００件 

  ・ サポステの支援により就労につながった件数   ２８件 

 

③ 社会参加に向けた支援を必要とする方（就労支援だけでなく、保健・福祉

的な支援を必要としている方） 

【目標】 

支援対象者一人一人の事情や状態に応じて、保健･福祉的な支援から就労

支援まで切れ目なくつなぐことにより、その方なりの社会参加や就労の実現

に向けた支援体制の充実を目指す。 

 

【ＫＰＩ】（第一ステージ） 

・ 生活困窮者就労準備支援事業について、令和３年度末までに全市町で実

施 

・ ひきこもり対策推進事業について、相談窓口を全市町で明確化するとと

もに広く県民に周知 

・ 就労支援だけでなく、保健・福祉的な支援を必要としている方の個別課

題の解決に向けた、関係機関・団体等による支援ネットワークを全市町に

おいて形成 

 

＊４ サポステの支援対象年齢は 15歳から 49歳となっている。 
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【ＫＰＩ】（第二ステージ） 

・ 生活困窮者就労準備支援事業について、令和５年度以降全市町で実施 

・ ひきこもり対策推進事業について、相談窓口を全市町で明確化するとと

もに広く県民に周知 

・ 就労支援だけでなく、保健・福祉的な支援を必要としている方の個別課

題の解決に向けた、関係機関・団体等による支援ネットワークを全市町に

おいて形成 

 

 

【参考】 

「経済財政運営と改革の基本方針 2019」（令和元年 6 月 21 日閣議決定） 

〈就職氷河期世代支援プログラム〉 

 〇 正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働く者（少なくと

も 50 万人）、就業を希望しながら様々な事情により求職活動をしていな

い長期無業者、社会とのつながりを作り、社会参加に向けてより丁寧な支

援を必要とする者などに対し、現状よりも良い待遇、そもそも働くことや

社会参加を促す中で、同世代の正規雇用者については、30 万人増やすこ

とを目指す。 

「就職氷河期世代支援に関する新行動計画 202３」 

 （令和４年 12 月 27 日就職氷河期世代支援の推進に関する関係府省会議

決定） 

 〇 令和２年から令和４年度までの３年間の集中取組期間を「第一ステー

ジ」と捉え、令和５年度からの２年間を「第二ステージ」と位置付け、こ

れまでの施策の効果も検証の上、効果的・効率的な支援に取り組み、成果

の積み上げを図る。また、支援プログラムにおける就職氷河期世代の正規

雇用者 30 万人増加の目標の進捗状況を評価するため、本格的な支援策の

実施前である2019年平均の正規雇用者数を基準値とし、5年後の2024

年平均の正社員雇用者数が、当該基準値から 30 万人増加していることを

目標とする。 

〇 また、健康面の不安や自信が持てないといった理由などのために長期

にわたって就業も就職活動もしていない方や、長期にわたりひきこもりの

状態にある方をはじめ社会参加に向けたより丁寧な支援を必要とする方

に対しては、一人でも多くの方々が、希望に応じ、そもそも働くことや社

会参加ができるよう、雇用の場を含めて社会とのより太いつながりが生ま

れることを目指す。 
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６ えひめＰＦにおける取組事項 

 

① 不安定な就労状態にある方 

（相談体制の充実） 

・ ハローワーク松山に「就職氷河期世代専門窓口」を設置し、専門担当者 

で構成するチームによる個別支援のマッチング促進及び職場定着を図る。 

 【愛媛労働局】 

 

・ ジョブカフェ愛 work において、「就職氷河期世代サポートデスク」を

設置し、キャリアコンサルタントによるかかりつけ職業相談や職業適性診

断、面接対策等の支援を実施する。 

【愛媛県経済労働部】 

 

（職業訓練の実施・強化、スキルアップ支援） 

・ 就職氷河期世代の一人ひとりのニーズに応じた公的職業訓練に関する

情報提供、アドバイス及び受講あっせんを行う。 

【愛媛労働局】 

 

・ 非正規雇用労働者等の学び直し（リカレント教育）を推進するため、国

家資格等の資格取得や正社員就職を目標とする長期（２年）のコ―スを設

定・実施する。 

【愛媛県経済労働部】 

 

・ 様々なニーズに対応し、安定就労に有効な職業能力等の習得を目指す公

共職業訓練の実施等によるスキルアップや新たなキャリアへの挑戦を支

援する。 

なお、訓練コース等の設定に当たっては、正社員就職のために資する内

容とするよう取り組む。 

【愛媛労働局、愛媛県経済労働部、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構】 

 

・ 求職者支援訓練について、｢実践コース」の訓練期間の下限を緩和（現

行 3 ヶ月以上を 2 ヶ月以上とする）したコースを設定・実施する。 

【愛媛労働局、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構】 

 

（就職、正社員への転換支援） 

・ 愛媛労働局に配置された就職支援コーディネーターを通じて、愛媛県経

営者協会、愛媛県商工会議所連合会、愛媛県商工会連合会、愛媛県中小企

業団体中央会、愛媛県経済同友会（以下、経済団体という。）との協力の

下、ニ－ズに合わせた職場体験・職場実習先を確保する。 

【愛媛労働局】 

 

 



 

- 6 - 

・ キャリアアップ助成金、特定求職者雇用開発助成金（就職氷河期世代安

定雇用実現コース）、トライアル雇用助成金等の企業支援策の周知に努め、

その活用による就職氷河期世代の正社員就職及び正社員転換を促進する。 

【愛媛労働局】 

 

・ ジョブカフェ愛 work において、就職氷河期世代を対象に、基礎的なビ

ジネスマナーや職務経歴書作成のポイント等を学ぶ各種就職支援セミナ

ーを実施する。 

【愛媛県経済労働部】 

 

・ 就職氷河期世代対象セミナーや就業相談会等を実施することにより、幅

広い業種への就業意欲を喚起する。また、セミナー等で就業意欲が喚起さ

れた者を対象として、産業技術専門校の職業訓練ツアー等を行い様々な業

種への理解を深めることで、職業訓練に誘引する。 

【愛媛県経済労働部】 

 

・ 産業技術専門校においてオープンキャンパスを開催し、幅広い職業への

関心を高め、訓練受講者に対しては、委託訓練推進員や巡回就職支援指導

員による就労支援を行う。 

また、外部講師による訓練生就職支援セミナーを開催し、面接の受け方

や履歴書の書き方等の助言・指導を行い、訓練生の就職活動を支援する。 

【愛媛県経済労働部】 

 

・ ものづくり体験に係る機会の提供等を通じた、ものづくり企業への関

心・技能尊重気運の醸成を行うとともに、県内主要産業であるものづくり

企業への採用働きかけ等を通じた就労機会の増加を図る。 

【愛媛県経済労働部】 

 

・ ｢新入社員研修｣｢新入社員フォロー研修｣を通じて、社会人としての心構

えや仕事の進め方等、社会人として身につけておきたい基本的な内容の研

修を行い、その半年後に自身の行動を振り返る新入社員フォロー研修を実

施することで、コミュニケーション力やモチベーションの向上を図る。 

【愛媛県職業能力開発協会】 

 

・ 企業における就職氷河期世代を対象とした求人募集、正社員化を含む処

遇改善等の取組を推進する。また、それらの取組に必要な施策をえひめ PF

に提案する。 

【経済団体】 
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・ 就職氷河期世代を対象とした正社員化を含む処遇改善等に係る働きか

けを行う。 

【日本労働組合総連合会愛媛県連合会】 

 

・ 支援対象者に対するマッチングイベント（企業説明会、就職面接会、職 

場見学・体験会、セミナー等）を開催（後援・共催を含む。）する。 

【愛媛労働局、四国経済産業局】 

 

・ 就職氷河期世代を対象とした求人募集、正社員化を含む処遇改善につい

て、業界団体や企業等への要請を行うとともに、好事例の収集・提供など

必要な支援を行う。 

【愛媛労働局、愛媛県経済労働部】 

 

（その他） 

・ 働き方改革による多様な働き方の推進を図ることで、幅広い人材の就労

支援につなげる（間接的な就職氷河期世代支援）。 

【愛媛労働局、愛媛県経済労働部】 

 

 

② 就業を希望しながら長期にわたり無業の状態にある方 

（相談体制の充実） 

・ サポステの支援対象年齢を４９歳まで広げるなどの機能強化を図ると

ともに、オンラインによる相談支援を推進することで対象者の裾野を広げ、

より幅広く、カウンセラーやキャリアコンサルタントによる就職支援、就

労意欲の喚起に向けた支援を行う。 

また、福祉関係機関（自立相談支援機関、心と体の健康センター（ひき

こもり相談室）等）への出張相談（アウトリーチ型支援）において支援対

象者を把握し、ハローワーク、ジョブカフェ愛 work 等との連携により

個々人の状況に対応したきめ細かな職業的自立支援につなげる。 

【愛媛労働局、愛媛県経済労働部、サポステ】 

 

（職場体験・見学、就労に向けた支援） 

・ 就職氷河期世代対象セミナーや就業相談会等を実施することにより、幅

広い業種への就業意欲を喚起する。また、セミナー等で就業意欲が喚起さ

れた者を対象として、産業技術専門校の職業訓練ツアー等を行い様々な業

種への理解を深めることで、職業訓練に誘引する。 

【愛媛県経済労働部】（再掲） 

 

・ 職場体験等の受入先の拡大を図るために、業界団体や企業等へ要請を行

うとともに、それらの取組に必要な施策をえひめ PF に提案する。 
【経済団体】 

 



 

- 8 - 

・ 職場体験等の受入先の拡大を図るために、業界団体や企業等へ要請を行

うとともに、好事例の収集・提供など必要な支援を行う。 

【愛媛労働局、愛媛県経済労働部、愛媛県保健福祉部】 

 

・ サポステにおける支援対象者に対するイベント（就職準備セミナー、職

場見学・体験等）を開催する。 

【愛媛労働局、愛媛県経済労働部、サポステ】 

 

（その他） 

・ 働き方改革による多様な働き方の推進を図ることで、幅広い人材の就労

支援につなげる（間接的な就職氷河期世代支援）。 

【愛媛労働局、愛媛県経済労働部】（再掲） 

 

 

③ 社会参加に向けた支援を必要とする方（就労支援だけでなく、保健・福祉

的な支援を必要としている方） 

（相談支援体制の充実） 

・ 生活困窮者自立相談支援事業の相談窓口において、支援ニーズに幅広く

対応できるよう、支援を必要とする方への訪問相談の実施等により、相談

支援機能の強化を図る。 

【愛媛県保健福祉部、市町】 

 

・ 生活困窮者就労準備支援事業を実施していない市町の課題やニーズを

把握するとともに、好事例の情報提供等を通じて、全市町で同事業が実施

されるよう助言、支援を行う。 

【愛媛県保健福祉部、市町】 

 

・ ひきこもり状態にある方やその家族が、お住まいの地域で容易に相談で

きる環境を整備するために、市町での相談窓口を明確化し、広報等により

住民へ周知を図る。 

【愛媛県保健福祉部、市町】 

 

・ 心と体の健康センター（ひきこもり相談室）及び保健所が連携して、市

町の相談窓口等に対し、ひきこもり状態にある方への対応に関する技術的

支援を行い、市町の相談支援体制をバックアップする。 

【愛媛県保健福祉部、市町】 

 

・ 心と体の健康センター（ひきこもり相談室）において、ひきこもり状態

にある方やその家族への専門的な相談や、支援対象者の社会参加を促すた

めの居場所としてのデイケアを実施するとともに、ひきこもり連絡協議会

を通じて、支援を行っている関係機関・団体等の連携強化を図る。 

【愛媛県保健福祉部】 
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（相談支援に係る人材の育成、資質の向上） 

・ 生活困窮者自立相談支援事業を円滑に進め、支援の充実が図られるよ 

う、各実施機関の支援員を対象に資質向上のための研修を実施する。 

【愛媛県保健福祉部】 

 

・ ひきこもり支援の充実が図られるよう、ひきこもり対策支援事業におけ

る各機関の支援者を対象に、資質向上のための研修を実施する。 

【愛媛県保健福祉部】 

 

（支援対象者の実態や支援ニーズの把握） 

・ 生活困窮者やひきこもり状態にある方等に対する支援現場において、個

別事案への対応等の積み重ねを通じて、就労支援だけでなく、保健・福祉

的な支援を必要としている方の実態や支援ニーズの把握に努める。 

【愛媛県保健福祉部、市町】 

 

（好事例の横展開） 

・ 就労支援だけでなく、保健・福祉的な支援を必要としている方への支援

に関する市町の取組みの好事例を収集し、全市町に横展開することで、経

験やノウハウの共有を図り、県全体の支援体制のボトムアップにつなげる。 

【愛媛県保健福祉部、市町】 

 

（市町における支援ネットワークの形成） 

・ 住民に最も身近な市町において、就労支援だけでなく、保健・福祉的な

支援を必要とする方に対し、その多様な支援に必要な情報を適時的確に提

供して、円滑に支援主体につなぐため、生活困窮者自立支援事業等で構築

されたネットワークの活用や、地域における新たなネットワークの構築に

より、個別課題の解決に向けて関係組織・団体等と連携して取り組める体

制を整備する（市町プラットフォーム（以下「市町 PF」という。）の形成）。 

【市町】 

 

 

④ 全支援対象者 

（社会気運の醸成） 

・ えひめ PF の取組や活動等について、市町や各団体の構成企業・団体等

に積極的に周知・啓発を行うことにより、社会全体で就職氷河期世代の活

躍を支援する気運の醸成を図る。 

【全構成員】 

 

（積極的な広報） 

・ 支援対象者一人一人に各種施策や社会全体で支援するというメッセ―

ジを積極的に届けるため、あらゆる手段（Web 上の応援サイト、SNS、
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マス・メディア、ポスター、リーフレット、広報誌、回覧板等）を活用し、

家族、関係者も含め効果的に伝わる周知・広報策を展開する。 

【全構成員】 

 

 

7 市町 PF との連携 

えひめ PF は、市町 PF の効果的かつ円滑な運営のために、市町 PF からの

支援要請に対して適切に対応するとともに、就職氷河期世代支援に関する好事

例等の情報についてはこれを共有し、双方が緊密な連携を図ることとする。 

 

 

８ 地域就職氷河期世代支援加速化交付金事業の実施【別表】 

  都道府県又は市町村が活用する「地域就職氷河期世代支援加速化交付金」

の事業内容については、「別表」就職氷河期世代支援加速化交付金事業一覧に

記載する。 

  また、当該別紙への追記又は変更を行う場合は、都道府県から、事前に都道

府県 PF 構成員の包括的な承認を得た上で、同交付金の追加・変更申請時に

別紙を修正するとともに、当該構成員にその修正内容を通知することとし、

この手続きにより、事業計画の改定が行われたものとする。 
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【別表】 

地域就職氷河期世代支援加速化交付金事業一覧 

 

 

（令和４年２月17日現在） 

No. 実施主体 事業名 事業の概要 計画期間 

1 愛媛県 

就 職 氷 河 期

世 代 就 労 支

援事業 

就職氷河期世代を対象とする講

演会の開催や職業訓練施設等の

見学ツアーの実施を通じて、産

業技術専門校へ誘導し、必要な

能力開発を支援するとともに、

ジョブカフェ愛 work に「就職

氷河期世代サポートデスク」を

開設して、きめ細かな就職支援

を行う。 

令和３年度 

～令和６年度 

2 愛媛県 

就 職 氷 河 期

世 代 の ひ き

こ も り 支 援

推進事業 

心と体の健康センター（ひきこ

もり相談室）に就職氷河期世代

に特化した相談員を配置し、ひ

きこもり状態にある方や家族等

の相談対応を行うほか、就職氷

河期世代を対象とした就労促進

イベントにひきこもり相談ブー

スを設置して出張相談を実施す

ることで、一人ひとりの状況に

応じた適切な支援に繋げ、社会

参加を促進する。 

令 和 ４ 年 度 ～

令和6年度 

3 松山市 
職 業 訓 練 奨

励金事業 

公共職業能力開発施設が実施す

る公共職業訓練講座を受講した

就職氷河期世代を対象に、訓練

中の奨励金を支給し、安定就労

に必要な能力開発を支援する。 

令 和 ４ 年 度 ～

令和6年度 

4 松山市 

離 職 者 安 定

雇 用 奨 励 金

事業 

国が実施するトライアル雇用制

度の活用により雇用した就職氷

河期世代の労働者を、トライア

ル雇用終了後に正規雇用した企

業を対象に奨励金を交付し、正

規雇用の促進を図る。 

令 和 ４ 年 度 ～

令和6年度 

 


